
景観法に基づく景観行政団体及び景観計画に関する省令の制定に係る 
パブリックコメントの募集について 

 
 
 農林水産省、国土交通省及び環境省では、今般、景観法に基づいて、景観行政団体及

び景観計画に関する省令案を作成したので、これに関する意見を広く募集します。 
 
１． 景観法について 
 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基

本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等に

おける良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる景

観についての総合的な法律として、本年６月に成立した。詳細は、国土交通省ホームペ

ージ（http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/keikan/index.htm）参照。 
 
２． 景観行政団体及び景観計画に関する省令の内容 
（１）景観行政団体となる市町村の公告（法第７条第７項関係） 
  景観行政団体となる市町村は、その旨及びその日付を公示するものとする。 
 
（２）景観計画の図書（法第８条関係） 

景観計画は計画図及び計画書によって表示するものとし、計画図は、土地の所有者

等が景観計画区域に自己の土地が含まれるかどうかを容易に判断することができる

よう、景観行政団体が定める方法により表示することとする。 
 
（３）景観重要公共施設の管理者との協議の申出の方法（法第９条第４項関係） 
  景観重要公共施設の管理者との協議は、協議書及び法第８条第２項第５号ロ又はハ

に掲げる事項の案を提出して行うものとする。 
 
（４）景観計画の図書の縦覧についての公告（法第９条第６項、第８項関係） 
  景観行政団体は、景観計画を定め又は変更した旨の告示をしたときは、直ちに、景

観計画の計画図及び計画書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を

公報その他所定の手段により公告しなければならない。 
 
（５）住民等による提案（法第１１条第３項関係） 
  景観計画の提案を行おうとする者は、氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、

その名称及び主たる事務所の所在地）を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、

これらを景観行政団体に提出しなければならない。 
  ① 景観計画の素案 
 ② 法第１１条第３項の同意を得たことを証する書類 

 
 


